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１．事例の概要 

１回経産婦。一絨毛膜二羊膜双胎と診断された。妊娠２２週、ｄｉｓｃｏ

ｒｄａｎｔ ｔｗｉｎと判断された。羊水量より双胎間輸血症候群（ＴＴＴ

Ｓ）とは診断されなかった。妊娠糖尿病のため妊娠３１週３日から３２週２

日まで管理入院となり、食事療法のみで退院となった。妊娠３３週５日に切

迫早産徴候が認められ、妊娠３５週２日に入院することとなった。 

妊娠３５週２日の入院時、第Ⅰ児が子宮内胎児死亡であると診断された。

第Ⅱ児（本事例）に血流異常や胎児水腫様の所見はなく、胎児心拍数陣痛図

は正常であると判断された。妊娠３５週であるため１週間以内に分娩にする

こととされた後、同日に緊急帝王切開を行うことが決定された。緊急帝王切

開決定後、ベタメタゾンが投与された。また、妊産婦が不規則な下腹痛を訴

えたため、リトドリン塩酸塩が投与された。緊急帝王切開で両児が娩出され

た。胎盤に動脈－動脈の吻合があり、羊水は両児とも羊水混濁（３＋）で泥

状であった。 

児は双胎の第２子（妊娠中の第Ⅱ児）として出生した。出生時の在胎週数

は３５週２日、体重は２５４６ｇであった。臍帯動脈血ガス分析値は、ｐＨ

７．３２５、ＰＣＯ２３７．７ｍｍＨｇ、ＰＯ２６４．３ｍｍＨｇ、ＨＣＯ３
－

１９．１ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－５．９ｍｍｏｌ／Ｌであった。アプガースコ
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アは生後１分、５分ともに７点（心拍２点、呼吸１点、反射２点、筋緊張２

点）であった。ＮＩＣＵ入室時、ヘモグロビン１０．９ｇ／ｄＬ、ヘマトク

リット３４．７％で、頭部超音波断層法で、脳室の拡大や狭小化、明らかな

出血は認められず、脳室周囲高輝度域はⅠ°であった。生後７日、退院とな

った。生後５日の先天性代謝異常検査で、先天性甲状腺機能低下症が疑われ

た。生後１６日に先天性甲状腺機能低下症の徴候はあまりなく、一過性の可

能性もあると判断されたが、ＴＳＨが高値であったためレボチロキシンナト

リウム水和物の内服が開始された。生後６０日に頭蓋骨早期癒合の疑いがみ

られ、生後２ヶ月に頭部ＣＴが行われ、側脳室、第三脳室の拡大があり、水

頭症が疑われたが、脳圧の亢進と脳室周囲白質軟化症はなく、右前頭部と左

頭頂部に慢性硬膜下血腫の可能性があると判断され、脳の皮質に菲薄化も認

められた。また、小頭症があると診断された。なお、第１子（妊娠中の第Ⅰ

児）は、体重が２０９３ｇで、病理解剖では、明らかな臓器奇形や異常は認

められず、脳は自己融解が進んでいた。 

本事例は、病院における事例であり、産婦人科専門医１名（経験２４年）、

産科医２名（経験１年、５年）、新生児科医１名（経験５年）、麻酔科医１名

（経験１６年）と助産師２名（経験６年、１２年）、看護師３名（経験４年、

８年、９年）が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例の脳性麻痺発症の原因は、第Ⅰ児が子宮内胎児死となった前後に、

第Ⅰ児の血圧が低下したことにより吻合血管を介して第Ⅱ児の血流が第Ⅰ児

に流入し、第Ⅱ児の血圧も低下し、第Ⅱ児の胎児脳においても、一過性の灌

流障害や循環不全を発症して、低酸素状態となり、脳障害が惹起されたこと

である可能性が最も考えられる。脳障害が惹起された時期を特定することは
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困難であるが、第Ⅰ児の所見から判断すると、出生の数日前頃であったと推

測される。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠２２週にｄｉｓｃｏｒｄａｎｔ ｔｗｉｎであると判断し、羊水過

多・過少が同時にはなかったことからＴＴＴＳはないと判断したこと、２週

間毎の受診を指示したこと、妊娠糖尿病の管理は一般的である。妊娠３３週

５日に切迫早産徴候を認めたことから、管理入院を勧めたことは医学的妥当

性がある。 

第Ⅱ児の状態や神経学的予後を総合的に判断し、妊娠３５週であるため１

週間以内に分娩とすると判断したこと、その後、入院当日に緊急帝王切開を

行ったことは医学的妥当性がある。妊娠３５週の妊娠糖尿病を合併した妊産

婦にベタメタゾンを投与したことは一般的ではない。胎盤の肉眼所見、およ

び病理組織学検査所見より、動脈－動脈吻合を伴う一絨毛膜二羊膜双胎の胎

盤と診断したことは医学的妥当性がある。 

出生後の蘇生、新生児期の管理は医学的妥当性がある。児が退院した後の

外来管理は一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

「産婦人科診療ガイドライン－産科編」および添付文書等を参照し、ベ

タメタゾンの投与基準を順守することが望まれる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

特になし。 
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３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

一絨毛膜二羊膜双胎の管理において、妊娠中から分娩中の胎児脳血流

循環の状態と神経障害発症の可能性に関連した臨床的評価は、世界をみ

ても未だ十分な精度を以って行えないのが実情である。一絨毛膜二羊膜

双胎児における脳性麻痺発症の防止のため、産科婦人科学会をはじめ周

産期関連学会において、更なる研究が望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 
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